
国民健康保険資格確認書の更新について
マイナ保険証のメリット

第三者行為(交通事故など)で資格確認書等を使うときは届出を

現在お持ちの資格確認書（保険証）は7月31日に有効期限を迎えます。
８月１日からは同封の資格確認書をお使いください。

75歳

70歳

今回お送りした資格確認書に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。

新潟県・市町村国民健康保険

示談をする前に市町村にご相談ください

お問い合わせ先
950–0000 新潟県○○市○○○○○1-2-3

○○市役所○○課○○係

電話  000-000-0000（内線：000）

有効期限  令和  9       年  7  月  31  日

記号  国保　  番号   123456 枝番01

住　  所

世帯主名

保険者番号

新潟県○○市○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○
国保　次郎

1 5 0 0 0 0

氏　名 性別  男
生 年 月 日
適用開始年月日
交 付 年 月 日

平成
平成
令和

年 月 日
年 月 日
年 月 日

交付者名　○○市

国保　太郎

資格確認書を送付いたします。
記載事項をご確認のうえ、ご使用ください。

国保太郎　様分

認定証

新 潟 県
国民健康保険
資 格 確 認 書

国民健康保険資格確認書送付のご案内

75歳の誕生日の
前日まで

70歳の誕生月の
末日まで

(1日生まれの方は前月末日まで)

70歳の誕生日の翌月から(1日生ま
れの人はその月から)使用する、負担
割合が記載された新しい資格確認
書兼高齢受給者証をお送りします。

75歳の誕生日から「後期高齢者医
療制度」へ加入します。負担割合が
記載された資格確認書または資格
情報のお知らせをお送りします。

来年7月31日までに

来年7月31日までに



高額療養費制度について

修学のために市町村外に引っ越す場合は…

医療費の自己負担割合について

他の健康保険に加入している方の
資格確認書が届いていませんか？

世帯の所得合計 自己負担限度額(月額)
3回目まで

ア

イ

ウ

エ

オ

901万円超

600万円超～901万円

210万円超～600万円

210万円以下

住民税非課税世帯

4回目以降
年間上限

●70歳～74歳の方の１か月の自己負担限度額

●70歳未満の方の１か月の自己負担限度額

所  得  区  分 自己負担限度額（月額）
外来(個人単位)

課税所得690万円以上

課税所得380万円以上

課税所得145万円以上

一　　般　　　

270,300円 ＋ ［医療費－901,000円］ ×１%
【４回目以降(※3) 140,100円】

179,100円 ＋ ［医療費－597,000円］ ×１%
【４回目以降(※3) 93,000円】

85,800円 ＋ ［医療費－286,000円］ ×１%
【４回目以降(※3) 44,400円】

61,500円
【４回目以降(※3) 44,400円】

25,700円
【４回目以降(※3) 24,600円】

15,700円

22,000円 （※7）

11,000円 （※8）

8,000円

外来＋入院(世帯単位)

現
役
並
み

一
般
低
所
得
者

ポリファーマシー※を回避しましょう
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅰ

住民税非課税世帯（※2）

住民税非課税世帯(所得が一定以下)（※4）

令和8年8月改正

270,300円 ＋ ［医療費－901,000円］ ×１%

179,100円 ＋ ［医療費－597,000円］ ×１%

  85,800円 ＋ ［医療費－286,000円］ ×１%

61,500円

36,900円

168万円

111万円

53万円

53万円

29万円

18万円

年間上限
（※5）

（※6）

140,100円

93,000円

44,400円

24,600円

168万円

111万円

53万円

29万円




